
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  税務調査、パソコンデータの留置き             

Ｑ：税務調査でパソコンのデータなどを持

って帰られることもありますか？機密文書な

ので持ち出しは禁止しているのですが、どう

なのでしょう。 

                                              

Ａ：持ち帰ることもあります。 

【解説】 

税務調査で帳簿書類等を持ち帰ることを

「留置き」といい、次のように規定されてい

ます。 

①質問検査等の相手方となる者の事務所等で

調査を行うスペースがなく調査を効率的に行

うことができない場合 

②帳簿書類等の写しの作成が必要であるが調

査先にコピー機がない場合 

③相当分量の帳簿書類等を検査する必要があ

るが、必ずしも質問検査等の相手方となる者

の事業所等において当該相手方となる者に相

応の負担をかけて説明等を求めなくとも、税

務署や国税局内において当該帳簿書類等に基

づく一定の検査が可能であり、質問検査等の

相手方となる者の負担や迅速な調査の実施の

観点から合理的であると認められる場合など、

やむを得ず留め置く必要がある場合や、質問

検査等の相手方となる者の負担軽減の観点か

ら留置きが合理的と認められる場合に、留め

置く必要性を説明し、帳簿書類等を提出した

者の理解と協力の下、その承諾を得て実施す

る。そして、電磁的記録そのものを提出いた

だく必要がある場合には、USBなどにコピーを

お願いする場合もあるとしており、調査終了

後には、確実に廃棄(消去)するとしています。 
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